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※正式名称は、「障害を理由 とする差別の解消の推進 に関する法律」です。

ほうりつ   しようがとヽ ひ と ひと    たが ひ と みと  あ

この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、
とも  い しゃかい め  ざ

共に生きる社会をつくることを目指しています。
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『不当僣差別的

取扱いn禁止 J

この法律では、国 。都道府県・ 市町村な どの役所や、会社やお店な どの

事業者が、障害のある人に対 して、正当な理由な く、障害を理由 と して

差別することを禁止 しています。と l移 ,

この法律では、国 。都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの

事業者に対 して、障害のある人から、社会の中にあるパ リアを取り除く

ために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が

重すぎない範囲で対応すること (事業者に対 しては、対応に努めること)

を求めています。

麟

合理的配慮の事例が内閣府のホームベージにあります。

含理的配慮サーチでは～障害の種別や生活の場面から事例をさがすことができます。法の施行と相まつて、今後、さら

ていきます。

くたい,■ ,しゅうしゆう

に具体例を収集 ( 雷積し、内容を充実させ

ごう りてきはいりょ  け れい  ないかく ふ

ちくせと  なし、にう しゆうじつ

ごうりてきはいりょ

含理的配慮サーチ

※資料 :内 閣府作成ポス ター 「障害者差別解消法がス ター トします 」



障害者差別解消法のポイン ト

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を禁止

不 当な差別的取扱 い 障害者への合理的配慮

国の行政機関・

地方公共団体等 常
不当な差別的取扱 いが

禁止 され ます。

禁 止

障害者 に対 し、合理的配

慮 を行 わ な けれ ばな りま

せ ん。

法的

義務

民間事業者
※民 間事 業者 には、

個 人事 業者 、 NP
O等 の非営利事 業

者 も含み ます。

常
不 当な差別 的取扱 いが

禁止 され ます。

禁 止

障害者に対 し、合理的配

慮 を行 うよ う努めなけれ

ばな りません。

努力

義務

※民間事業者における合理的配慮の提供 は、努力義務 とな ります。

障害者差別解消法 Q&A

Q.「 合理的配慮」の具体的な例 を教えて ください。

A.ど のような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異な ります。

典型的 な例 と して は、車 いすの方が乗 り物に る 日寺に手 助 けす る こ とや、窓 口で障害 の ある方 の障害

の特性 に応 じたコミュニケー シ ョン手段 (筆 談、読上 げな ど)で 対応 することな どが挙 げられます。

Q.日 常生活の中で個人的に障害のある方 と接するような場合 も、 この法律の対象になるので

すか。また、個人の思想や言論 も規制 されるので しようか。

A.個 人的な関係や、思想、言論 といつたものは対象には していません。

この法律 では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者な どを対象 に してお り、一般 の方 が個 人的

Q.民 間事業者による取組みがきちん と行われるよ うにする仕組みはあるので しようか。

A.民 間事業者の事業 を担当する大臣か ら、事業者 に対 して報告徴収、助言 ・指導、勧告 を行

うことができます。

この法律 では、同一の民間事業者によって繰 り返 し障害 を理 由とす る差別 が行われ、 自主的な改善が

できない場合な どには、その民間事業者 の事業 を担当す る大臣が、民 間事業者に対 し、報告 を求 めるこ

とや、助言 ・指導、勧告 を行 うことがで きることに しています。

※引用 :内 閣府作成 リー フ レッ ト「障害者 差別解 消法 が制定 され ま した」

毎年 12月 3日 ～ 9日 は「障害者週間」です。

障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会

をつくりましょう

～ 障 が い の あ る 人 も な い 人 も 、 共 に 生 き 生 き と 生 活 す る ま ち づ く り ～


